
 

 

さいたま市水道局告示第２０号 

水道局営業系業務について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において

準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、公金の収納

に関する事務（以下「公金事務」という。）を委託したので、同条第２項の規定により下記のとおり

告示する。 

令和８年２月２日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 業務名 

  水道局営業系業務 

２ 指定公金事務取扱者 

⑴ 名称 一般財団法人埼玉水道サービス公社 

⑵ 住所又は事務所の所在地 さいたま市北区東大成町二丁目４４５番地１ 

３ 指定公金事務取扱者として指定した日 

令和８年１月２０日 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日 

  令和８年１月２８日 

５ 委託する期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

６ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る収入又は支出 

 ⑴ 水道料金 

 ⑵ 下水道使用料 

 ⑶ 証明書発行手数料 

 ⑷ 有料修繕工事費 

 ⑸ 物品（さいたまの水）の販売代金 

７ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市水道局業務部営業課営業企画係 

⑵ 電話 ０４８（７１４）３０８４ 

 


